
武蔵村山市、No.5駅周辺の

まちづくりの方向性

資料５

第1回 No.5駅周辺まちづくり協議会



はじめに
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１)多摩都市モノレールの延伸（上北台～箱根ケ崎）計画

➢ 2030年代半ばの開業予定

➢ 新設７駅のうち、本市では(仮称)No.1 ～5 駅の５駅が整備予定

（（仮称）Ｎｏ.1駅は東大和市との行政界に位置している）
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に

図：将来のイメージ
出典：環境影響評価書案(東京都・多摩都市モノレール株式会社)



２)沿線のまちづくりに関する検討の経緯
➢ 多摩都市モノレール延伸部沿線のまちづくりについて継続的に検討

➢ 令和４年10月の多摩都市モノレールの延伸計画素案説明会を受け

て、市民も交え、駅周辺等のまちづくりの将来像を検討
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に

図の出典：「多摩都市モノレール新駅周辺の将

来像を考える」 市民ワークショップ 報告

書

令和4

年度

市民等アンケート

（令和4年11月～令和5年1月実施）

令和5

年度

市民ワークショップ

（令和5年6月～7月開催）等

令和6

年度

立地適正化計画（令和7年3月策定）

多摩都市モノレール沿線まちづくり方針
（令和7年3月策定）

令和7

年度

No.5駅周辺まちづくり協議会

（令和8年3月～）



３)武蔵村山市のまちづくり計画・方針

➢ この資料では、本協議会の検討内容に特に関連する次の計画を説明
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①立地適正化計画

②多摩都市モノレール

沿線まちづくり方針



①立地適正化計画
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１)立地適正化計画とは①
立
地
適
正
化
計
画

都市機能誘導区域

居住誘導区域

市街化区域等

都市計画区域
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➢ 人口減少、高齢者の増加、市街地の拡

散、自然災害の頻発・激甚化等により、

➢ 都市の生活を支える機能の低下や

地域経済の衰退等が課題に

➢ 商業施設、医療・福祉施設や住居等が

まとまって立地し、

➢ これらの拠点を公共交通で結ぶことで、

➢ 誰もがアクセスしやすい「コンパクト・プラ

ス・ネットワーク」の都市づくりを推進

➢ 立地適正化計画で設定

✓都市機能誘導区域

(医療・福祉・商業等の都市機能を誘導)

✓居住誘導区域

(居住を誘導し、人口密度を維持)



２)武蔵村山市の立地適正化計画

➢ 多摩都市モノレールの延伸を契機とし、

市内で初めて設置される駅を中心に、

にぎわいを創出する「拠点」の形成を図る。

➢ 各駅を中心として都市機能誘導区域を設定し、

医療・福祉・商業等の都市機能を誘導・集約する。
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①
立
地
適
正
化
計
画



３)拠点の設定

➢ 第二次まちづくり基本方針で示されている将来都市構造を

基本としながら、駅周辺に３種類の拠点を設定

➢ No.5駅周辺は、地域の暮らしを支える拠点「地域拠点」に位置付け
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①
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地
適
正
化
計
画

図：将来都市構造図
出典：武蔵村山市 第二次まちづくり基本方針

図：拠点の設定
出典：武蔵村山市 立地適正化計画



４)都市機能誘導区域の設定
①
立
地
適
正
化
計
画
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No.5駅周辺の一定の区域を、都市機能誘導区域として設定



５)都市機能誘導区域とは
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①
立
地
適
正
化
計
画

都市機能誘導区域

➢ 医療、福祉、商業等の都市機能を

都市の拠点に誘導・集約することで、

各種サービスの効率的な提供を図るための区域

誘導施設を設定

➢ 駅周辺(拠点)への立地が

望ましい施設を

「誘導施設」として位置づけ、

多摩都市モノレール沿線まち

づくり方針との整合を図り、

設定 (次頁へ)



６)No.5駅周辺の誘導施設
①
立
地
適
正
化
計
画
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機能 施設種別 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1 定義

行政 市役所 ■ 地方自治法第4条第1項に規定する施設

子育て送迎保育ステーション ★ ★ ★ ★ ★
保育施設の登園前又は退園後の子どもを一時的に預かり、

保育施設との往来を行う保育サービスを行う施設

複合商業施設

(延床面積50,000㎡以上)
■

複数の小売業、サービス業、飲食業、娯楽等の店舗が

1か所に集まった延床面積が50,000㎡以上の大型商業施設

複合商業施設

(延床面積5,000㎡以上)
★

複数の小売業、サービス業、飲食業、娯楽等の店舗が

1か所に集まった延床面積が5,000㎡以上の大型商業施設

食料品店

(延床面積500㎡

　　　～1,000㎡未満)

★ ★ ★ ★
延床面積が500㎡以上、1,000㎡未満の食料品を扱う

小売店舗（スーパーマーケット、ドラッグストア等）

医療 病院 ■ ■ 医療法第1条の5第1項に規定する施設

金融 銀行・信用金庫等 ★

・銀行法第2条に規定する施設

・信用金庫法に基づく信用金庫、

・農水産業協同組合貯金保険法第2条第4項第1号

  に規定する事業を行う施設、

・日本郵便株式会社法第2条第4項に規定する施設

運動交流施設 ★ ★ ★ 運動・健康づくりを通じた交流ができる施設

青少年交流施設 ★
青少年が文化活動、自習及び交流などの

様々な活動を行える複合施設

多世代交流施設 ★ ★ ★
子どもから高齢者までの幅広い世代の方々が集い、

相互に交流できる施設

交流

商業



①
立
地
適
正
化
計
画

保育施設の登園前又は退園後の子どもを一時的に

預かり、保育施設との往来を行う保育サービスを行う

施設

出典：

町田市HP

延床面積500㎡～

1,000㎡未満の

食料品店

（スーパーマーケット、

ドラッグストア等）

食料品店 青少年が文化活動、自習及び交流などの様々な

活動を行える複合施設

青少年交流施設

武蔵野プレイス

出典：

武蔵野市

送迎保育ステーション
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②多摩都市モノレール
沿線まちづくり方針
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１)「多摩都市モノレール沿線まちづくり方針」 とは

➢ まちづくりの将来像や方針を市民・事業者・市で共有するとともに、

計画的にまちづくりを進めていくために、

令和７年３月、多摩都市モノレール沿線まちづくり方針を策定
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出典：「多摩都市モノレール新駅周辺の将来像を考える」 市民ワークショップ 報告書



２)沿線まちづくり方針策定の経緯

➢ 多摩都市モノレール延伸後を見据えたまちづくりの参考とするため、

➢様々な手段で市民等の声を収集

②
多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
沿
線
ま
ち
づ
く
り
方
針

R4年度： 市民等アンケートの実施

R5年度：市民ワークショップの開催

子どもたちの声 (まちづくり学習等への参加)

R6年度：パブリックコメントの募集

※ 商工会、観光まちづくり協会、村山医療センター等の

団体・事業者からもご意見いただきました
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３) 市民等アンケート

➢ 市民及び市外の方の

まちづくりに関する意向を

調査

②
多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
沿
線
ま
ち
づ
く
り
方
針
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重要だと思うテーマ

・公共交通網の充実により

快適に移動できるまちづくり

・生活利便施設の集積による

暮らしやすいまちづくり

・自然を生かし、自然とふれあうまちづくり

新駅周辺に必要だと思う機能（施設）

・駅を中心としたバス路線の整備

・スーパーマーケット

・公園・緑地

自由意見

【地域資源の活用】

・自然に触れられる観光をアピール

・工場が多く立地しているので、

工場体験などのイベントの実施

【魅力向上に関する意見】

・買い物、飲食、娯楽が集積してあり、

子どもも楽しめる公園

・村山団地の商店街に店舗を誘致し、

住みたくなる魅力アップ

主なご意見（抜粋）

方法 日時 対象・内容

郵送によ

る調査

令和4年

11月～12月

・住民基本台帳より18歳以上の

市内居住者を無作為抽出

・郵送により2000票を発送、回収

ホームペー

ジ調査

令和4年11月

～令和5年1

月

・市のホームページに調査を掲載、

回答

紙での回

答

令和4年11月

～令和5年1

月

・村山デエダラまつりの会場でアン

ケート調査票を配布しその場で回収

・市役所や公民館等に調査票を設置

し、回収箱又はファックスで回収

表：市民等アンケート 実施方法



４)市民ワークショップ

➢ 目指すべきまちの将来像について話し合う市民ワークショップを開催し、

➢全３回の開催で、各駅周辺のまちの将来像を取りまとめ

②
多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
沿
線
ま
ち
づ
く
り
方
針
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➢ ポイント１
◆狭山丘陵の自然や落ち着いた住環境などの

武蔵村山らしさ（良いところ）を守り、

育てていくことによって、

静かな暮らしやにぎわいの創出に生かしていく。

➢ ポイント２
◆駅を中心としたネットワークの整備や

都市機能の集積を進めるとともに、

人を呼び込むまちづくりを進め、

多様な人でにぎわうまちを目指す。

５)沿線全体の将来像

➢ いただいた意見等から、沿線の将来像を決定

②
多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
沿
線
ま
ち
づ
く
り
方
針
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沿線の将来像

武蔵村山らしさを守り、育てるとともに

人を呼び込み人でにぎわう楽しいまち



６)沿線全体のまちづくり方針

➢ 市のまちづくりの課題を踏まえ、

５つの視点で沿線全体の

まちづくり方針を策定

②
多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
沿
線
ま
ち
づ
く
り
方
針

土地利用
1. 地域の特性や資源、魅力を生かした特徴あるまちづくり

2. 地域の発展を支える、都市基盤の整ったまちづくり

3. 生活利便施設や商業施設等の集積による暮らしやす

いまちづくり

4. 緑や農地、水辺などの豊かな自然と調和したまちづくり

交通・移動
1. 駅を中心とした公共交通ネットワークの形成等による

車に頼らないまちづくり

2. 次世代モビリティや情報通信技術等を活用した効率

的に移動できるまちづくり

3. バリアフリー、ユニバーサルデザインに配慮した誰もが移

動しやすいまちづくり

4. 自転車を安全・快適に利用できるまちづくり

環境・暮らし
1. 環境にやさしい低炭素なまちづくり

2. 子どもを安心して育てることができるまちづくり

3. 多様な人の交流が生まれるまちづくり

4. 新しい暮らし方・働き方のモデルとなるまちづくり

安全・安心
1. 災害に強く、住み続けられるまちづくり

2. 犯罪のない安心して暮らせるまちづくり

3. 交通事故のない安全で安心なまちづくり

魅力向上・発信
1. 狭山丘陵の緑豊かな環境を生かした魅力あるまちづくり

2. 農体験や農産物を通じてにぎわいが生まれる、農ある

まちづくり

3. 延伸を見据えた観光施策の展開による人を呼び込む

まちづくり

4. 新しい文化や産業が生まれるイノベーションのまちづくり

5. 戦略的なシティプロモーションによる全国に注目される

まちづくり

6. 子どもや若者を巻き込んだ、未来のためのまちづくり
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７)No.5駅周辺のまちづくりテーマと将来像
②
多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
沿
線
ま
ち
づ
く
り
方
針
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【まちづくり基本方針における位置づけ】

・生活サービス施設などの多様な都市機能の
集積・維持を目指す

・地域別構想では、西地域全体が
水とみどりの中で集いにぎわいが生まれるまちと
して位置づけ

【地区の特徴】

・人口は減少傾向

・昼間人口の割合が低い

・戸建住宅用地の割合が高い

・1～2階建ての建物が9割以上

・都立武蔵村山高校、総合体育館、残堀川

【市民等の意見】

・自然の中で伸び伸びと子育て

・様々な活動ができる多世代交流施設

・里山民家での交流活動推進

・バスなどの交通利便性の強化

・都立武蔵村山高校と地域の連携強化



８)No.5駅周辺のまちづくり方針
②
多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
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沿
線
ま
ち
づ
く
り
方
針
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方針１

子どもたちが伸び伸びと育つ

ことのできるまちづくり

方針３

まちづくりを支える

都市基盤の整備

方針２

ゆとりある住環境の中で安心

して子育てできるまちづくり


